
中土佐町学習者用コンピュータ等（GIGAスクール構想第2期）情報機器整備 

業務公募型プロポーザル審査要領 

 

中土佐町学習者用コンピュータ等（GIGAスクール構想第2期）情報機器整備業務公募

型プロポーザル審査委員会設置要領に基づき設置する審査委員会の審査に関する事項

を次のとおり定める。 

 

１ 審査の対象となる参加者 

審査は、次の各号をすべて満たす参加者を対象に行う。 

（１）別途定める「中土佐町学習者用コンピュータ等（GIGAスクール構想第2期）情報

機器整備業務公募型プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）に規定す

る資格要件を満たす者 

（２）実施要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した者 

（３）実施要領により、適正に書類を作成した者 

 

２ 審査の内容 

本プロポーザルの審査は、別表「中土佐町学習者用コンピュータ等（GIGAスクール構

想第2期）情報機器整備業務総合審査表」（以下「審査基準」という。）により、要件

審査、提案評価及び提案見積額評価を実施する。 

 

３ 審査の配点 

審査の配点は、導入実績点75点、機器仕様点50点、価格75点の合計200 点とする。 

 

４ 審査委員会 

審査委員会では、参加者の提案書の審査を実施する。 

 

５ 企画提案書の審査方法 

各審査委員の合議により各評価点を決定する。 

（１）提案評価 

提案評価は、審査基準に基づき評価する。 

（２）価格評価 

価格評価は、参加者から提案された提案見積額に対して、審査基準に従い評価点を算

出する。 

ただし、経費見積額が実施要領に規定する見積限度額を上回っている場合は、その時

点で当該参加者を失格とする。 

 



６ 契約の相手方の選定方法について 

５による審査の結果、総得点の高い順に、随意契約の相手方となる候補者及び次点者

を選定する。ただし、選定に際して、総得点が同一の場合は、経費が安価な参加者を

候補者として選定する。 

また、総合得点が 6 割未満の場合、候補者又は次点者として選定しない。 


